
オプトサイエンス　社員行動規範

令和3年8月25日制定

この規範は、オプトサイエンスのＣＳＲ(Corporate Social Responsibility企業の社会的責任)

の一環として定めます。

(適用対象者)

　この規範は、オプトサイエンスすべての役員、社員（出向社員、嘱託社員、契約社員、パー

ト、アルバイト、派遣労働者を含む）を対象とします。

１．私たちは、人権を尊重し、明るく開かれ、働きやすい職場環境を実現します。

（１）人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、出身、年齢、心身障害、性的指向・性自

認などに基づく差別はしません。

（２）すべての役員、社員がその能力を十分発揮できるよう、お互いに相手の人格および個性

を尊重するとともに自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作ります。

（３）セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどの公序良俗に反する行為により、職

場の健全な風紀、環境、秩序を乱しません。

（４）労働関連法令を遵守し、違法な長時間労働の撲滅に努めるだけでなく、仕事と生活の統

合（ワーク・ライフ・インテグレーション）の実現に向けた働き方を支援します。

（５）安全かつ衛生的な職場環境を保持し、日ごろから事故・労働災害の防止に努めます。

２．私たちは、各種法令、社内規則等を遵守し、違法行為を行いません。

（１）社会の一員としての自覚を持ち、法令を遵守し、誠実さをモットーに社会人としての良

識と責任をもって行動します。

（２）法令等の解釈に不安や疑問がある時には、行政・社外専門家・担当部門に確認し、

内容を正しく理解したうえで行動します。

（３）違法行為はその予備も含め一切行いません。

イ　同業者と販売価格についての取決めや、数量、販売地域、顧客などの割り当てを行

いません。

ロ　入札において、落札者、落札価格を取決めるなどの談合はしません。

ハ　ボイコット、再販売価格の維持、抱合わせ販売などの不公正な取引をしません。

二　下請事業者との取引において、不当な買いたたき、受領拒否、返品、支払遅延など

をしません。

３．私たちは、公私のけじめをつけ、利益相反行為を行いません。

（１）会社の利益を害して自己または第三者の利益を図る行為はしません

（２）会社の資産や情報システムを会社の業務目的以外で使用しません

（３）会社の承認を得ないで、他の職業に従事しません

（４）会社の承認を得ないで、公開会社でない会社の取引先の株式を取得しません

４．私たちは、贈答・接待等は、法令範囲内でかつ、社会通念上妥当な範囲で行います。



（１）官公庁等との関係においては、透明かつ健全な関係を保ちます。

（２）取引先等の役員や職員との間で、社会通念を超える金銭、贈物、接待等を行わない、

また、逆に受け取りません。

５．私たちは、入手した情報について、適切に取り扱います。

（１）会社の秘密情報および顧客情報は厳重に管理し、これを社外の人に漏らしません。

また、会社の業務の目的以外のために、これら情報を使用しません。

（２）個人情報の取り扱いは特に留意し、保護を徹底します。

（３）社外の人より知り得た秘密情報も会社情報と同様に取扱います。

（４）ソフトウェア、プログラムの不正取得や不正使用など他人の知的財産権を侵害する行為

をしません。

（５）投資家保護のための法令または証券取引所の規則により定められた会社情報の適時開示

を行います。

（６）投資家の投資判断材料に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要な事実を知った場合

は、その情報が公表されるまでは、その株式等の売買（インサイダー取引）を行いません。

（７）他人の営業上の秘密を不正に取得したり、使用するなどの不正競争を行いません。

６．私たちは、財務・会計報告を適時・正確に行い、会社財産を違法目的に使用しません。

（１）会社の資金、資産を適切に管理し、正当な業務目的にのみ使用します。簿外資産の資金

や資産を保持しません。

（２）常に財務・会計報告の正確性を維持し、適時・適切に行います。虚偽または誤解を招く

帳簿の記載を行いません。

７．私たちは、環境の保全に努め、環境に配慮した活動を行います。

（１）環境保全に関する法令を遵守し、環境保全に積極的に取り組みます。

８．私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には毅然とした

態度で対応します。

（１）反社会的勢力、またはそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否

し、一切の関係を持ちません。

（２）テロ行為、マネーロンダリング等の犯罪には一切関与しません。また、利用されること

のないように留意します。

９．私たちは、この規範に反する行為を発見した場合は、会社へ速やかに報告します。

（１）この行動規範に違反する行為なのか疑問がある場合、または違反する行為を発見したと

きは、社内規則に記載されている総務部の相談窓口に報告・相談します。

以上


